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風薫る５月、躍動する季節となりました！ 

校長  安井 忍 

新年度がスタートして約３週間が過ぎ、新緑の若葉が眩しく、爽やかな風が吹く季節となりまし

た。４月 10 日に新 1 年生 177 名が入学し、全校児童 1022 名が揃いました。誉田東小学校の教

室や校庭からは、子供たちの元気な声が聞こえてきます。 

先日 24 日（金）の学習参観、懇談会には、お忙しい中、多くの保護者の方々にご来校いただき 

大変ありがとうございました。お子様の学習や学校での様子をご覧いただくとともに、懇談会では

各担任から、学年・学級の経営方針を説明させていただくなど、実りのある機会となりました。 

さて、今年度も毎日、登下校を中心にセーフティウォッチャーの皆さんや PTA の方々に見守り

活動を行っていただいています。 

セーフティウォッチャーは、平成 17 年から「地域の子どもは、地域で守る」をスローガンに地

域の方や保護者の方などが子供たちを見守るためにスタートした制度です。本校学区でも、地域の

方が中心となり、ボランティアとして雨の日も風の日も、温かい眼差しで子供たちを見守っていた

だいています。本当にありがとうございます。 

子供たちが健やかに成長するためには、家庭、地域、学校がそれぞれの役割で教育力を発揮し、

しっかりと連携を取っていくことが大切です。 

これからも、子供たちが「わくわく登校 瞳きらきら活動 にこにこ下校」できるよう、全力で

教育活動に取り組んでまいりますので、ご支援、ご協力をお願いいたします。 

「通勤」「散歩」「買い物」「庭の水やりの際」等できるときに見守る「ながら見守り」でも、学

校セーフティウォッチャーとして登録可能です。是非ともご登録をお願いします。 

ご協力いただける方は学校までお問い合わせください。 

【問い合わせ】 誉田東小学校 教頭 まで 

                                    （０４３－２９１－５１２１） 

 
 
 
 
 



◇５月の行事予定

１（金） 引き渡し訓練 

３（日） 祝 憲法記念日 

４（月） 祝 みどりの日 

５（火） 祝 こどもの日 

６（水） 祝 振替休日 

７（木） 短縮日課  尿検査二次１回目 

１２（火） １年生５時間授業開始  

１３（水） 内科健診 ２年 

１４（木） 歯科健診３年、５年（1・2 組） 

１９（火） 短縮日課  

２０（水） 歯科健診４年、５年（3・4 組） 

２１（木） 眼科健診（１年・５年・抽出） 

２５（月） 内科健診６年、なのはな 

２９（金） 短縮日課  

    運動会前日準備（６年生）

30（土） 運動会  

３１（日） 運動会予備日 

６月１日（月） 振替休業 

◇お知らせとお願い

＜学校における合理的配慮の提供について＞

千葉市教育委員会より通知がありましたのでお知らせします。 

平成２８年４月１日から公立学校において、合理的配慮を提供が義務となっております。 

合理的配慮とは、 

〇お子様に合った必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、 過度な負担を課さな

いものです。 

 学校に合理的配慮の相談がある場合には、学校（学級担任）に申し出ください。 

＜誉田東小校庭開放について＞ 

学校では、誉田東小に在籍する児童とその保護者（同伴幼児を含む）を対象として、校庭開放を行ってい 

ます。利用にあたっては、下記内容をご確認ください。 

○開放日：平日（月～金）の最後の学年の授業終了後～１６：００まで（４～９月）、～１５：４５まで（１０～３月）

  第１～３土曜日の９：００～１２：００（但し、正門が施錠されている場合は、使用不可） 

  長期休業期間の１０：３０～１５：３０（土日祝は使用不可） 

○平日の放課後、校庭を使用する場合は、事務室に声をかけ、「来校者名簿」に記名をしてください。

○子どもルームや放課後子ども教室が利用している場合は、そちらが優先となります。

○平日は短縮日課など、使えない日もあるので、担任に確認してください。

＜子どもにこにこサポートについて＞ 

千葉市教育委員会では、学校におけるいじめや体罰、性的ないやがらせ、家庭内での虐待などの問題に対応する

ために、千葉市の小学校・中学校・中等教育学校・特別支援学校・高等学校の児童生徒に「子どもにこにこサポート」

の手紙相談の用紙（切手不要）を配布し、子どもをめぐる様々な問題の解決に取り組んでいます。相談用紙は年４回

（４月、７月、１０月、１２月）学校を通して配布しています。また、児童生徒がいつでも相談できるように学校の所定の

場所や千葉市の公民館にも置いてあります。千葉市教育委員会のホームページから相談用紙をダウンロードすること

もできます。なお、児童生徒からの電話での相談も受け付けています。本事業についてお子様にご紹介ください。 


